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保護される企業の 
「営業秘密」の範囲が拡大する可能性 

ウチヌノ人事戦略事務所 社会保険労務士 内布 誠 

 

 

◆４月から制度改正 
 

 

◆年内にも指針を抜本的に見直し 

経済産業省は、法律で保護する企業の「営業秘密」

の管理手法の目安を示す指針を抜本的に見直し、年

内にも改定する方針です。この見直しにより、これ

までよりも幅広い範囲の情報が営業秘密として認め

られる可能性があります。 

 

◆現在の「営業秘密」事情 

不正競争防止法では、従業員が営業秘密を故意に

漏らした場合などに刑事罰を科すことができるほか、

被害を受けた企業が損害賠償や差止請求をできると

しています。保護の対象になる営業秘密については、

経済産業省の「営業秘密管理指針」で定義された、

以下の３つの要件を満たす必要があるとされていま

す。 

（１）機密管理性：施錠保管するなど秘密として管

理している 

（２）有用性：事業に有用な技術・営業上の情報で

ある 

（３）非公知性：公然と知られていない 

法律だけでは営業秘密として保護される情報の範

囲がはっきりしないため、2003 年に、営業秘密と

認められるのに必要な企業の管理手法などを例示し

た指針がつくられました。この指針では、営業秘密

の「望ましい管理水準」として、情報へのアクセス

制限や特定の管理者による施錠、パソコン保管時の

パスワード管理などが列挙されています。 

指針に法的拘束力はありませんが、秘密漏洩事件

に関する裁判では、企業が指針に基づいた管理をし

ていたかどうかが、営業秘密と認定されるための重

要な判断材料となります。指針に沿った管理をして

いなかったため、漏れた情報が営業秘密と認められ

なかった例も多くあります。 

 

◆見直しの内容 

今回の見直しでは、企業側からの「これまでの指

針は一律に高い管理水準を求めすぎている」との批

判を受け、業種や企業規模に応じた弾力的な基準に

改めることが検討されています。 

具体的には、商品の研究開発や試験に長い時間が

かかり、開発に失敗するリスクも高く、情報を幅広

く企業秘密として認めて保護しなければ研究開発意

欲をそぐおそれのあるバイオテクノロジー・医療分

野などでは管理水準が下げられます。 

また、中小零細企業も緩和の対象となる見通しで

す。特に中小企業などから不満の大きかった、管理

の際の施錠やパスワード設定、社内での独立した秘
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密管理部署の設置などについては、削除したり条件

を付けたりするなどして管理水準を緩和することが

検討されています。 

こうした見直しにより、従来よりも幅広い範囲の

企業情報が営業秘密として保護される効果が期待さ

れていますが、一方で、他社の企業情報等について、

これまで以上に慎重に取り扱う必要が出てくるかも

しれません。 

 


